
ストーマ装具の交換について

介護職員が，ストーマ装具の交換ができる場合があります。

この件につきましては，厚生労働省が公益社団法人日本オストミー協会

からの照会に対して，平成２３年７月５日付けで回答しております。

具体的には，肌への接着面に皮膚保護機能を有するストーマ装具につい

ては，ストーマ及びその周辺の状態等が安定している場合等，専門的な管

理を必要としない場合には，その剥離による障害等の恐れが極めて低いこ

とから，当該ストーマ装具の交換は原則として介護職員でも可能であると

いうことです。

なお，実施にあたりましては，平成１７年７月２６日付けの厚生労働省

医政局長通知「医師法十七条，歯科医師法第十七条及び保健師助産師看護

師法第三十一条の解釈について」の注２から注５までを踏まえ，医師又は

看護職員と密接な連携を図るべきとされています。

詳細については，別紙を参照してください。
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